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1. はじめに 

ダクトの支持間隔には，固有振動数が十分剛となるよう算定する支持間隔（以下，振動数基

準と称す）とダクトに生じる曲げモーメントが許容座屈曲げモーメント以下となるよう算定す

る支持間隔（以下，モーメント基準と称す）がある。 
本紙はこのうち，ダクトの曲げモーメント算定における設計震度について補足説明するもの

である。 
 

2. ダクトの曲げモーメント算定における地震力の重畳について 

 2.1 矩形ダクト 

   矩形ダクトは，形状から弱軸が明確であること及び建屋応答軸に沿った配置となっているこ

とから，曲げモーメント算定時の地震力は一方向のみを考慮すれば良く，水平震度または鉛直

震度の大きい方をダクトの弱軸方向に考慮することとしている。なお，鉛直方向には自重も考

慮する。 

 
2.2 円形ダクト 

   円形ダクトは，形状から弱軸となる箇所がないため，曲げモーメント算定時の設計震度は曲

げモーメントに寄与する各方向の地震力の重畳を考慮する必要がある。ここで，円形ダクトは

建屋応答軸に沿った配置となっていること及びダクト軸方向の地震力は曲げモーメントに寄与

しないことから，ダクトに対して軸直2方向の地震力の重畳を考慮する必要がある。 

 
   振動数基準による支持間隔と，各方向の地震力の重畳を以下の通り考慮したモーメント基準

による支持間隔を比較して，表1及び表2に示す。 

・水平配管：水平1方向＋鉛直方向地震力の重畳（ベクトル和) 

・鉛直配管：水平方向＋水平方向地震力の重畳（ベクトル和) 

    なお，鉛直方向には自重も考慮する。 

 

(1) 手法1（固有振動数20Hz以上）の場合 

表1に示すように，振動数基準による支持間隔が，モーメント基準による支持間隔の地震

力の重畳の場合よりも短いことから，振動数基準の支持間隔で決定している。 

 

(2) 手法2（固有振動数20Hz未満）の場合 

手法2は地震力から算定する手法であり，表2に示すようにモーメント基準による支持間

隔のうち，水平1方向＋鉛直方向地震力の重畳を考慮した支持間隔で決定している。 
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3.  設計震度における水平 2 方向及び鉛直方向地震力の考慮について 

 3.1 矩形ダクト 

   矩形ダクトは，形状から弱軸が明確であること及び建屋応答軸に沿った配置となっているこ

とから，曲げモーメント算定時の設計震度は１方向のみを考慮すれば良い。 

 
 3.2 円形ダクト 

円形ダクトは，2.2項に記載のとおり手法1及び手法2ともに支持間隔の設定において，水平2

方向及び鉛直方向地震力による曲げモーメントを考慮している。 

 

4. ダクトの曲げモーメント算定における設計震度について 

以上より，曲げモーメント算定における設計震度は以下としている。なお，鉛直方向震度は自

重を考慮する。 

・矩形ダクト：水平1方向震度または鉛直方向震度の大きい方 

・円形ダクト：水平1方向震度＋鉛直方向震度 

   


